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はい

　いいえ

購入する販売店に引き取りを依頼してください

購入した販売店に引き取りを依頼してください

家電リサイクル協力店にご相談ください

※販売店には、買い替えのため不用になった家電リ
　 サイクル対象品目を引き取る義務があります。
※リサイクル料金と収集運搬料金が必要となります。
   料金の詳細については、販売店でご確認ください。

※販売店には、以前販売した家電リサイクル対象品
　 目を引き取る義務があります。
※リサイクル料金と収集運搬料金が必要となります。
   料金の詳細については、販売店でご確認ください。

　ア・イのいずれにも該当しない

（例）

●購入した販売店が存在しない

家電リサイクルのフロー図

家電リサイクル対象品目の処分に関して、

１．引き取りを依頼する場合

　ア．新しく購入する（買い替える）

　イ．購入した販売店が分かる

※リサイクル料金と収集運搬料金が必要となります。
   料金の詳細については、協力店でご確認ください。

　 リサイクル券は貼付せずにそのまま渡してく

（２）郵便局の窓口又はＡＴＭでリサイクル料金
　 （別途振込手数料が必要）を振り込みます。

　 ださい。

　 　なお、貼付位置が分かり難い場合は、家電

（３）家電リサイクル券を処分したい家電リサイ
　 クル対象品目の所定位置に貼付し、指定引
　 取場所へ持ち込みます。 　ズ、冷蔵庫・冷凍庫は容積）を確認した上で

　 郵便局へ行き、家電リサイクル券（１台１葉）
 　に必要事項を記入します。
　 　なお、記入に関しては、郵便局に備え付け

　 　なお、リサイクル料金については、郵便局

　 　振り込みが完了したら、窓口で日付が押印

　 に備え付けの「リサイクル料金一覧表」をご
　 確認ください。

（１）処分したい対象家電の品目（種類）、製造
　 メーカー、型番、サイズ（テレビは画面のサイ

２．自ら指定引取場所へ搬入する場合

●購入した販売店が遠方にある
●購入した販売店が分からない

　 　また、必ず指定引取場所の営業日・受付時
　 間等を事前に確認してください。 　 家電リサイクル券の所定位置に貼付します。

　 の「家電リサイクル券システムご案内」をご参
　 照ください。

　 された「振替払込受付証明書」を受け取り、


